
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 10 ‐ 

○軽減判定所得の改正による軽減対象世帯の増 

（ただし、所得水準が変わらないとした場合） 

２割軽減 → ５割軽減  約 1,000 世帯の増 

軽減なし → ２割軽減  約 1,900 世帯の増 

議題２ 報告事項について 

【報告１】保険料の軽減判定所得基準の改正について 

保険料の軽減判定所得基準の改正 報告１ 

〇５割軽減と２割軽減の基準額は、物価上昇に伴う所得水準の全体的な上昇の影響により、軽減を受けている世帯の

範囲が縮小しないよう、次のとおり軽減判定基準が改正された。７割軽減の基準額については、改正なし。 

  

 
〈　改正後イメージ図　〉

所得割

低所得層の被保険者の負担が軽減

均等割・平等割
７割
軽減

５割
軽減

２割
軽減

保
険
料
額

経済動向等を踏まえ、
軽減判定所得を見直し

所得額

所得４３万円

■ 軽減判定所得の改正 

 

７割軽減 基準額 ＝ 43万円 ＋ 10万円 × (給与所得者等の数－１) 

 

５割軽減 基準額 ＝ 43 万円 ＋ 28.5 万円 × 被保険者数等  

＋ 10 万円 × (給与所得者等の数－１) 

 

          43 万円 ＋ 29 万円 × 被保険者数等  

＋ 10 万円 × (給与所得者等の数－１) 

 

２割軽減 基準額 ＝ 43 万円 ＋ 52 万円 × 被保険者数等  

＋ 10 万円 × (給与所得者等の数－１) 

 

43 万円 ＋ 53.5 万円 × 被保険者数等  

＋ 10 万円 × (給与所得者等の数－１) 

法定軽減適用世帯の割合

※約7割の世帯が法定軽減の適用あり 単位（％）

H29 H30 R1 R2 R3

7割軽減 42.5 42.7 42.7 41.5 43.5

5割軽減 13.8 14 14.2 14.7 14.2

2割軽減 9.9 9.7 9.7 9.8 9.7

合計 66.2 66.4 66.6 66.0 67.4


